
 

 

 

区域計画の変更の認定申請書 

令和５年 10月 11日 

 内閣総理大臣 殿 

 

福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議 

 

 令和５年６月 28日付けで認定を受けた区域計画について下記のとおり変更したいので、

国家戦略特別区域法第９条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、認

定を申請します。 

 

１ 変更事項 

 ⑴ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略特別区域創

業者人材確保支援事業」に２事業を追加する。 

 ⑵ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略特別区域外

国人エンジニア就労促進事業」を追加する。 

 

 

２ 変更事項の内容 

  別紙のとおり。 

（案） 資料１－２ 



1 
 

福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画 

 

令 和 ５ 年 1 0 月 1 1 日 

福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議 

 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）～（５） 略 

 

 （６）名称：国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 

    内容：創業者の人材確保の支援に係る国家公務員退職手当法の特例 

      （国家戦略特別区域法第 19条の２に規定する国家戦略特別区域創業者人材

確保支援事業） 

       区域内において、以下に掲げる創業者（設立の日以後５年を経過していな

いもの）が行う事業の実施に必要な人材であって、国家公務員としての経験

を有するものの確保を支援する。【直ちに実施】 

 

     ①～㉒ 略 

 

     ㉓ NOVIGO Pharma株式会社（福岡市西区、令和３年１月 22日設立） 

 

     ㉔ 株式会社 DEN農（福岡市中央区、令和４年７月 28日設立） 

 

 （７）～（16） 略 

 

 （17） 名称：国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業 

     内容：外国人エンジニアの就労促進に係る在留資格認定証明書交付に関する特 

       例 

       （国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

        スタートアップをはじめイノベーティブな国内企業の成長を担う海外の

優秀なＩＴエンジニアを確保し、我が国における産業の国際競争力の強化

及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下に掲げる地域におい

て、外国人エンジニアの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証

明書交付申請の審査を迅速化するとともに、その期間を明確化して、外国

人エンジニアの就労を促進する。 

 

資料 1-2 別紙 
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      ① 福岡市全域【令和５年度を目途に実施】 

 

以下 略 
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新旧対照表 

福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画 

改正案 現行 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）～（５） 略 

 

 （６）名称：国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 

    内容：創業者の人材確保の支援に係る国家公務員退職手当法の特例 

      （国家戦略特別区域法第 19条の２に規定する国家戦略特別区域創業者人材

確保支援事業） 

       区域内において、以下に掲げる創業者（設立の日以後５年を経過してい

ないもの）が行う事業の実施に必要な人材であって、国家公務員としての

経験を有するものの確保を支援する。【直ちに実施】 

 

     ①～㉒ 略 

 

     ㉓ NOVIGO Pharma株式会社（福岡市西区、令和３年１月 22日設立） 

 

     ㉔ 株式会社 DEN農（福岡市中央区、令和４年７月 28日設立） 

 

 （７）～（16） 略 

 

 （17）名称：国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業 

    内容：外国人エンジニアの就労促進に係る在留資格認定証明書交付に関する特 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）～（５） 略 

 

 （６）名称：国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 

    内容：創業者の人材確保の支援に係る国家公務員退職手当法の特例 

      （国家戦略特別区域法第 19条の２に規定する国家戦略特別区域創業者人材

確保支援事業） 

       区域内において、以下に掲げる創業者（設立の日以後５年を経過してい

ないもの）が行う事業の実施に必要な人材であって、国家公務員としての

経験を有するものの確保を支援する。【直ちに実施】 

 

     ①～㉒ 略 

 

     ［加える。］ 

 

     ［加える。］ 

 

 （７）～（16） 略 

 

 [加える。] 
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      例 

      （国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

       スタートアップをはじめイノベーティブな国内企業の成長を担う海外の

優秀なＩＴエンジニアを確保し、我が国における産業の国際競争力の強化

及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下に掲げる地域におい

て、外国人エンジニアの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明

書交付申請の審査を迅速化するとともに、その期間を明確化して、外国人

エンジニアの就労を促進する。 

 

     ① 福岡市全域【令和５年度を目途に実施】 

 

以下 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 略 
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